
 

 

令和８年度ぐんまＤＸ技術革新補助金・ぐんま技術革新チャレンジ補助金について  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 補助対象者 

  県内に主たる事業所を有する中小企業者等 

２ 補助率・補助限度額等（※詳細は別添チラシ参照） 

 （１）ぐんまＤＸ技術革新補助金 

  ・補助率：１／２ 

  ・補助限度額：１件あたり１，０００万円 

  ・補助対象者：県内に主たる事業所を有する中小企業者のうち、「パートナーシップ構築宣言」

を宣言している者 

  ・提出先：電子申請または郵送・持参（※ 県庁地域企業支援課へ提出） 

 （２）ぐんま技術革新チャレンジ補助金 

  ・補助率：１／２（ただし、小規模事業者は４／５） 

・補助限度額：１件あたり８０万円（県・市町村 各４０万円） 

・補助対象者：12市及び榛東村、下仁田町、甘楽町、東吾妻町、みなかみ町、玉村町、板倉町、

明和町、千代田町、大泉町、邑楽町に主たる事業所を有する中小企業者。 

  ・提出先：電子申請または郵送・持参（※ 実施する市町村担当課へ提出） 

３ 募集期間 

  令和８年４月１日（水）～５月１５日（金）午後５時（必着） 

４ 申請方法 

  所定の申請書（県ホームページからダウンロード）に必要事項を記入し、 

添付書類を添えて、上記提出先へ提出。（https://www.pref.gunma.jp/site/hojokin/10638.html）  

５ 問い合わせ先   

群馬県 産業経済部 地域企業支援課 ものづくりイノベーション室 技術開発係  

電話:027-226-3352  Email：gijutsu@pref.gunma.lg.jp 

令和８年３月３１日 

産業経済部 地域企業支援課 

ものづくりイノベーション室 技術開発係 

内線：3352 電話：027-226-3352 

県 HP 

群馬県では、中小企業の皆様の「新技術」「新製品」「新サービス」の開発を支援するため、研

究開発費の一部を補助する制度を設けています。 

デジタル技術を活用した取組を支援する「ぐんまＤＸ技術革新補助金」については、より大胆

な挑戦に取り組めるよう、令和８年度より補助上限額を従来の 500 万円から 1,000 万円に引き上

げ、新たに『社会課題解決枠』を設けることで、「獣害」「気候変動」「防災」対策に適用可能な新

技術・製品の開発を後押しします。 

市町村と連携して行う「ぐんま技術革新チャレンジ補助金」についても昨年度に引き続き実施

しますので、開発内容に応じてお選びいただき、ぜひ、積極的にご活用ください。 

 

https://www.pref.gunma.jp/site/hojokin/10638.html

